




2018年9月で誕生10周年を迎える「おいしが うれしが」キャンペーン。滋賀県の地
産地消を推進する取り組みとして多くの方にご支援いただきました！今年は10周年記
念としてインスタグラム投稿キャンペーンを開催します！滋賀県産のお米や野菜、果
物、お肉、湖魚などやその加工品（料理含む）、それらを提供する飲食店や小売店、直
売所などをハッシュタグ「#おいしがうれしが」を付けてInstagramでご投稿ください！

h t t s : / / s h i g a t o c o . c om

presented by ■お問い合わせ先 ■キャンペーン詳細
「おいしが うれしが」消費者への
魅力発信強化事業事務局
（株式会社しがトコ内）

TEL：077-585-9379
oishiga@shigatoco.com

「おいしが うれしが」
特設アカウントをフォロー

抽選で30名様にプレゼント！

特設アカウントや「しがトコ」で
みなさんの投稿をご紹介！

滋賀県産のお米や野菜、果物、
お肉、湖魚などやその加工品（料理含む）、

それらを提供する
飲食店や小売店、直売所

▼

▼
▼

https://shigatoco.com/oishiga_cp/

／＼ ハッシュタグを付けて
インスタ投稿！ ／＼
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食品販売事業者等と滋賀県が協働して、“地域で生産された食材を地域で消費する”「地産地消」を推進する運動のことです。「おいしが う

れしが」は県産農畜水産物を食べた人が「おいしい！」、それを提供した人の「うれしい！」との会話を表しています。本キャンペーンは県民

の皆様にもっと県産農畜水産物の魅力を知っていただき、積極的に消費していただくために実施しており、今年度で10周年を迎えます。

より多くの方へ県産農畜水産物の魅力を知っていただくため、今年度は10周年記念Instagram

投稿キャンペーンを実施します。様々な「おいしが うれしが」をSNSでご投稿ください！

ご自身で Instagramアカウントを作成ください。
ご 自 身 の ア カウント で、「お いし が う れし が」特 設 ア カウント
（@oishiga）をフォローしてください。
滋賀県産のお米や野菜、果物、お肉、湖魚などやその加工品（料理含
む）、それらを提供する飲食店や小売店、直売所など「滋賀のおいし
い！うれしい！ええトコ！」と思われる写真を撮影してください。
撮影された写真を、ハッシュタグ「# おいしがうれしが」を付けて
Instagramにご投稿ください。

『おいしが うれしが』キャンペーン とは？

「おいしが うれしが」10周年記念
Ins t agram投稿キャンペーン

募集期間 2018年9月4日( 火 )～2019年1月31日（木）

応募資格

　賞品

応募規約に同意頂いた方

「真空キューブ型近江米 300g」3 個セット ×30 名様

結果発表

募集内容

応募方法

＜1＞
＜2＞

＜3＞

＜4＞

応募規約

運営事務局

キャンペーン
特設サイト

注意事項

○投稿の際にかかる通信料は、応募者本人のご負担となります。
○非公開設定や、ハッシュタグのない投稿は無効となります。
○投稿画像は、主催者が制作するポスターなどの制作物やその
他 Web 媒体や Facebook,Instagram 等の SNS 等、当事務
局での広報活動等に利用させていただく場合があります。
○キャンペーンの全部又は一部について、予告なく変更又は中
断を行う場合がございます。
○当選者へのプレゼントの発送は日本国内のみとさせて頂きま
す。
○投稿画像について、第三者の承諾が必要な場合は、応募者の
責任において承諾等を得た上で投稿してください。
○Instagram の利用によりトラブルや損害が発生した場合、
主催者はその責任を負いません。
○この企画は、Instagram が支援、承認、運営、関与するもの
ではありません。
○当事務局からは Instagram の操作方法などの案内はいたし
ません。
○投稿画像は応募者本人が撮影されたものに限ります。

禁止事項

個人情報

○他の投稿者の「著作権」等その他の知的財産権を侵害する
行為。無断で転載する行為も含みます。
○本キャンペーンの運営を妨げる行為。
○他の投稿者のプライバシーもしくは「肖像権」「パブリシティ
権」を侵害する行為。
○他の投稿者への差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信
用を毀損する行為。
○犯罪に結びつく又は連想させる内容を投稿する行為。児童
虐待にあたる画像を投稿する行為。
○事実に反する、またはその恐れのある情報を投稿する行為。
○他人になりすまして投稿を行う行為。
○法令・公序良俗に違反し、政治目的・宗教勧誘・特定の思
想の宣伝または勧誘を意図するもの、また他のユーザーもし
くは第三者に不利益を与える行為。
○その他、当事務局が不適切と判断する行為。

○当選者から提供いただいた個人情報は本キャンペーン以外
の目的で使用することはありません。　

「おいしが うれしが」消費者への魅力発信強化業務事務局（株式会社しがトコ内）
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「おいしが うれしが」
特設アカウント

あなたが好きな滋賀県産のお米や野菜、果物、お肉、湖魚などやその加工品（料理含む）、
それらを提供する飲食店や小売店、直売所などの写真をInstagramにご投稿ください。

抽選後、当選された方には2019年2月頃にInstagramのダイレクトメッセージでご連
絡します。「おいしが うれしが」特設アカウント（@oishiga）を必ずフォローしてください。

@oishiga
f o l l o w  u s  o n
I n s t a g r a m





株式会社アグリメディア 事業企画部 熊谷俊英氏

遊休農地を活用したサポート付きの市民農園「シェア畑」を、現在約80カ所まで拡大している急成長中の農

業ベンチャー。「都市と農業をつなぐ」をコンセプトにした新たな農業ビジネスを次々に立ち上げ、多角化

している。直近では、電子機器メーカーと共同でベトナムでの農業事業に参入。

その他、自治体が運営していた農業公園や道の駅をリメイクし、集客・売り上げを倍増させるなど、これま

での「農業」にとらわれない発想で新アグリビジネスを展開中。

参加者

募 集 第２回新ビジネス創造セミナー

滋賀県農林水産業新ビジネス創造研究会 平成30年度

＜会場＞

草津商工会議所 コミュニティーホール

草津市野路大路２丁目11－51

「都市と農業」をつなぐ新ビジネス
ー 農業を儲かる産業に ー

定員：100名（先着順）

第２回セミナーでは、「都市と農業をつなぐ」をコンセプトに、様々な新しいアグリビジネス

を展開するベンチャー企業から、新事業創出のポイントについて学びます。

①取組紹介［約120分］

参加できる方：滋賀県農林水産業新ビジネス創造研究会の会員の方、

あるいは研究会の活動に関心のある方（裏面参照）

参加希望の方は裏面でお申し込みください。

＜日時＞ 平成30年

（JR南草津駅東口から、サンサン通りを国道方面へ徒歩10分）

●展開中のサービス例

手ぶらで野菜作りができる
「シェア畑」は利用者2万人に

2011年に学べる農業体験イベント
「ノウジョウシェア」で創業

4月から道の駅の運営も
スタート

②会員や参加者による情報提供・交流［約30～60分］

＜プログラム＞

カンブリア宮殿などの

メディアで多数紹介！

参加費：無料

主催：滋賀県

１０月１８日 （木）

［13時30分～16時30分］

どなたでも参加できます！（会員に限りません）



第２回新ビジネス創造セミナー 参加申込用紙

○以下の表に記入の上、メール又はFAXでお申し込みください。メールの場合は、表の内容をそのままメー

ル本文に記入し、送信いただいてもかまいません。

○セミナー当日の資料として出席者名簿を参加者のみなさんに配布させていただくことをあらかじめご了解

ください。以下の表の★印の部分について出席者名簿に転記します。

○ご自身の発信や交流のためにぜひ、自己PR欄に記入ください（取り組んでいること、関心のあること

等）。100文字以内。

申込先：（株）地域計画建築研究所（略称：アルパック）武藤・原田宛（滋賀県からの受託事業者）

ＦＡＸ 06-6205-3601 e-mail：shiga-nb@arpak.co.jp 10月16日（火）締切

所属★

（会社・団体・グループ等）

氏名★

自己PR欄★

（取り組んでいること、関心

のあること等、100文字以内）

連絡先（ＴＥＬ）

＊参加申込の受付表は発行いたしません。

＊定員超過や開催中止などによりご参加いただくことができない場合には、事務局から連絡させていた

だきますので、必ず連絡先を明記してください。

滋賀の農林水産業にかかる新しいビジネスを創出するため、産業の枠組を超えた連携を図るため「滋賀県農
林水産業新ビジネス創造研究会」を平成28年11月に発足しました。
この研究会では、交流会、セミナー、プロジェクト活動等を通じて、新しいビジネス創造を目指した活動を
展開します。登録費無料ですので積極的にご登録してください（詳細は県ホームページをご覧ください）。

○対 象 者：

○費 用：
○活動内容：
○事 務 局：

「滋賀県農林水産業新ビジネス創造研究会」 とは

滋賀県の農林水産業を活用した新たなビジネスを創造したい農林漁業者と
商工・観光・医療・福祉等の事業者、取組を応援したい研究機関等
入会金・年会費無料（一部事業で参加負担金をいただく場合があります。）
交流会・テーマ別セミナーの開催、小グループプロジェクト活動等
滋賀県農政水産部農業経営課
大津市京町４丁目１番１号
TEL：077-528-3847 FAX：077-528-4882
E-mail：gc00@pref.shiga.lg.jp








